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１ 計画策定の趣旨及び目的 

 

本市では，平成８年２月に行政改革の指針となる「呉市行政改革大綱」を策定し，

本大綱に基づく「呉市行政改革実施計画（第１次・第２次）」の実行などにより，効

率的な行財政運営と市民サービスの維持向上に努めてきました。 

また，「呉市財政集中改革プログラム」終了後の平成24年度からは「呉市職員体制

再構築計画」，「呉市アウトソーシング推進計画」，「呉市公共施設再配置計画」を

行政改革の３本柱と位置付け，行政改革を積極的に推進しているところです。 

この間，本市を取り巻く社会情勢は，人口減少・少子高齢化の進展や行政ニーズの

多様化をはじめ，大きく変化するとともに，社会保障関係費や公共施設の老朽化に伴

う維持管理経費の増加，地方交付税の合併算定替の段階的縮小などの影響により，引

き続き，厳しい財政状況が続くことが見込まれます。 

こうした社会情勢の変化や厳しい財政の見通しに的確に対応し，自立性の高い持続

可能な行財政運営を行うためには，より一層の経費削減と自主財源の確保を図りなが

ら，選択と集中による効果的な業務遂行に取り組むことが不可欠です。 

このため，これまでの行政改革の取組を継承しつつ，中核市「呉」として，多様化

する行政ニーズや新たな行政課題に対応できる，簡素で効率的な行政システムの確立

を目指すため，新たに「第３次呉市行政改革実施計画」（以下「実施計画」といいま

す。）を策定し，更なる行政改革の推進に取り組みます。 

  

 本市における行政改革の主な取組 

呉市行政改革大綱 （平成８年策定） 

第１次呉市行政改革実施計画 （平成 11年策定） 

 
〔計画期間〕平成 10～13 年度 

第２次呉市行政改革実施計画 （平成 18年策定） 

 
〔計画期間〕平成 17～21 年度 

呉市財政集中改革プログラム  （平成 20年策定） 

 
〔計画期間〕平成 20～24 年度 

第３次呉市行政改革実施計画 策定 
（計画期間：平成 30～34 年度） 

 

呉市アウトソーシング 

推進計画 
(平成 24 年策定) 

 

 

呉市職員体制 

再構築計画 
(平成 25 年策定) 

 

 

呉市公共施設再配置 

計画（１次～３次） 
(平成 24～27 年策定) 

 

 
〔計画期間〕平成 24～33年度 〔計画期間〕平成 25～30年度当初 〔計画期間〕平成 24～29年度 
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２ 計画の体系 

 

 本実施計画では，「市民ニーズに的確に対応できる簡素で効率的な行政システムの

確立」を基本理念とし，その実現に向け，呉市行政改革大綱による四つの基本方針に

基づき，更なる行政改革の推進に取り組むこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間等 

 

 (1) 計画期間  

計画期間は，平成 30年度から平成 34 年度までの５年間とします。 

なお，今後の社会情勢の変化などに対応するため，必要に応じて計画の見直し 

を行います。 

  

(2) 進行管理及び進捗状況の公表 

本計画については，着実な実施に向けた進行管理を行うとともに，その進捗状況 

については，市広報誌や市ホームページなどにより，市民に積極的に公表します。 

 

  

①時代の変化に対応した組織体制の整備 

②事務事業の効率化（民間委託などの推進） 

 

①開かれた市政の推進と市民の利便性の向上 

②中核市としての行政サービスの提供 
 

 

 【基本方針】  【基本理念】 

(1) 市民ニーズに対応する

行政サービスの提供 

(2) 効率的な行政システム 

の構築 

(3) 健全な財政運営の確保 

(4) 職員の意識改革と能力 

開発 

市民ニーズに

的確に対応で

きる簡素で効

率的な行政シ

ステムの確立 
①歳入の確保 

②歳出規模の縮減 

 
①人材育成の推進と必要な人材の確保 

②働きやすい職場環境づくり 

 【取組の方向性】 
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４ 基本方針 

 

 

 

 

①開かれた市政の推進と市民の利便性の向上 

市広報誌やホームページ，ＳＮＳなどの多様な媒体を活用した市民への分かりや 

すい情報発信や，パブリックコメント制度などの市民意見を市政に反映させる仕組 

みを活用し，開かれた市政の推進を図ります。 

また，新たな制度やシステムを積極的に導入・活用し，行政サービスの質的向上 

による市民の利便性の向上を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②中核市としての行政サービスの提供 

平成28年４月の中核市移行により移譲された権限を活用するとともに，広島中 

央地域連携中枢都市圏※1 を構成する各市町と連携し，市民ニーズに応じた行政サ 

ービスの提供に努めます。 

さらに，包括外部監査制度による行政運営の透明化（見える化）を図るなど， 

  市民に開かれた行政運営を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 人口減少・少子高齢化の進行により，生活基盤や行政機能の低下が懸念される中，近隣市町と連携して経済

成長のけん引，高次都市機能の集積・強化，生活関連機能サービスの向上を行うことで一定の人口規模を有し

活力ある社会経済を維持していくことを目的に，呉市，竹原市，東広島市，江田島市，海田町，熊野町，坂町

及び大崎上島町の４市４町で構成する拠点（都市圏）をいいます。  

 (1) 市民ニーズに対応する行政サービスの提供 

☞ パブリックコメントの推進 

☞ マイナンバーカードの独自利用の検討 

☞ コンビニ収納の対象の拡大 

 主な取組項目 

☞ 連携中枢都市圏における連携事業の推進 

☞ 外部監査制度の活用 

 主な取組項目 
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４ 基本方針 

 

 

 

 

①時代の変化に対応した組織体制の整備 

社会情勢の変化に伴い多様化する行政ニーズや新たな行政課題に迅速かつ適切 

に対応するため，引き続き，市民に分かりやすい，簡素で機能的な組織体制の整 

備・見直しを進めます。 

併せて，行政サービスの安定的な供給に必要な人員を確保し，定員の適正化を 

図ることで，効率的で持続可能な行政システムの構築を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②事務事業の効率化（民間委託などの推進） 

「民間にできることは民間で」を基本に，引き続き，事務事業の民間委託や指 

定管理者制度※2 未導入施設への導入などを検討・実施します。 

これにより，限られた行政資源の有効活用による事務事業の効率化や，民間の 

持つ専門的知識・技術を生かした質の高いサービスの提供などによる，効率的・ 

効果的な行政運営と市民満足度の向上を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 多様化する住民ニーズに対し，より効率的・効果的に対応するため，公の施設の管理を市が指定する法人そ

の他の団体に代行させる制度をいいます。 

 

 

 (2) 効率的な行政システムの構築 

☞ 職員の適正配置の推進（第２次呉市職員体制再構築計画の実行）  

☞ 公立保育所・幼稚園の適正配置 

☞ ごみ処理施設の適正配置 

 主な取組項目 

 主な取組項目 

☞ 給与支給事務等の外部委託 

☞ 旅費支給事務の見直し 

☞ 電子決裁の導入に向けた検討 
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４ 基本方針 

 

 

 

 

①歳入の確保 

市税などの収納対策の強化や受益者負担の原則に基づく使用料・手数料の見直 

し，市有財産の処分，自主財源の確保に向けた取組など，様々な観点から収入の 

増加に取り組むことで，歳入確保による財政基盤の強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②歳出規模の縮減 

事務事業評価や事務事業の棚卸し※3 などを活用し，随時，事務事業の「選択と集 

中」，「改善・見直し」を行うとともに，公共施設などの適切な維持・管理を図る

ことで，適正な歳出規模を維持し，効率的・効果的な財政運営を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ 既存事務事業のスクラップ（縮小・廃止）により，職員の事務量の軽減を図り，この人的資源（人役）を新

たな施策等に再配分することを目的に，平成28年度から開始した市の新たな制度です。 

 

  

 (3) 健全な財政運営の確保 

☞ 市税等の収納率向上 

☞ 受益者負担の適正化 

☞ 公有財産の売却及び有償貸付けの促進 

 主な取組項目 

☞ 事務事業評価の実施 

（事務事業の棚卸しを含む。） 

☞ 公共施設等総合管理計画に基づく施設マネジメントの推進 

 主な取組項目 

併せて，「今後の財政見通しと健全な財政運営の確保について（平成30年度～ 

34年度）」に基づく取組の着実な実行により，財政の健全化を進めます。 
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①人材育成の推進と必要な人材の確保 

多様化する行政ニーズへの的確な対応や，高度化・複雑化する行政課題の解決 

に向け，専門性の高い人材を育成・確保するとともに，再任用職員の活用などに 

よる知識・技能の継承を図ります。 

併せて，社会情勢の変化などに応じた職員研修や職場内でのＯＪＴ※4 研修など 

による「職員力向上」と「組織力強化」に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②働きやすい職場環境づくり 

働き方改革の一環として，ワーク・ライフ・バランス※5 の推進や，職員の心身 

  の健康増進など，職員が働きやすい職場環境づくりに取り組むことで，職員一人 

一人の意欲と能力の向上を図るとともに，それらを十分に活用し，業務の効率化 

と行政サービスの向上を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※４ 「On the Job Training」の略称で，職場の上司や先輩が，職場の部下・後輩に対して，仕事を通じて

「指導・支援を意図的，計画的，継続的に行うこと」をいいます。 

※５ 「仕事と生活の調和」を意味し，仕事とプライベートをうまく調和させることにより，仕事でも，家庭でも

より豊かな生活の実現を目指すものです。  

 (4) 職員の意識改革と能力開発 

☞ 人材育成基本方針の推進 

☞ 技術系職員の育成 

☞ 臨時・非常勤職員制度の見直し 

 主な取組項目 

☞ めりはりのある働き方の実現 

（時間外勤務の管理の適正化，一斉定時退庁日の徹底 ほか） 

☞ メンタルヘルスケアの推進 

 主な取組項目 



 

 

 
 

-
 
7
 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○開かれた市政の推進と 

市民の利便性の向上 

▶ 分かりやすい情報発信 

▶ 新たな制度やシステムの 

積極的な導入と活用 

▶ 中核市移行により移譲された

権限の活用 

○中核市としての 

行政サービスの提供 

○時代の変化に対応した 

組織体制の整備 

▶ 簡素で効率的な組織体制の 

整備・見直しと定員の 

▶ 定員の適正化 

▶ 事務事業の民間委託や指定管 

理者制度未導入施設への導入 

検討 

○事務事業の効率化 

（民間委託などの推進） 

○歳入の確保 

▶ 収納対策の強化 

▶ 使用料・手数料の見直し 

▶ 自主財源の確保 

 

▶ 事務事業の「選択と集中」等 

 

○歳出規模の縮減 

○人材育成の推進と 

必要な人材の確保 

▶ 専門性の高い人材の育成・ 

確保と社会情勢の変化に 

応じた職員研修の実施 

○働きやすい 

職場環境づくり 

▶ ワーク・ライフ・バランス 

の推進 

▶ 職員の心身の健康増進 

【基本理念】 市民ニーズに的確に対応できる簡素で効率的な行政システムの確立 

【基本方針①】 

市民ニーズに対応する 

行政サービスの提供 

【基本方針②】 

効率的な行政システムの構築 

【基本方針③】 

健全な財政運営の確保 

【基本方針④】 

職員の意識改革と能力開発 

▶ パブリックコメントの推進 

▶ マイナンバーカードの独自利用 

の検討 

▶ コンビニ収納の対象の拡大 

▶ 連携中枢都市圏における連携事

業の推進 

▶ 外部監査制度の活用 

▶ 職員の適正配置の推進 

▶ 公立保育所・幼稚園の適正配置 

▶ ごみ処理施設の適正配置 

▶ 給与支給事務等の外部委託 

▶ 旅費支給事務の見直し 

▶ 電子決裁の導入に向けた検討 

▶ 市税等の収納率向上 

▶ 受益者負担の適正化 

▶ 公有財産の売却等の促進 

▶ 事務事業評価の実施 

（事務事業の棚卸しを含む。） 

▶ 公共施設等総合管理計画に基 

づく施設マネジメントの推進 

▶ 人材育成基本方針の推進 

▶ 技術系職員の育成 

▶ 臨時・非常勤職員制度の見直し 

▶ めりはりのある働き方の実現 

（時間外勤務の管理の適正化， 

一斉定時退庁日の徹底 ほか) 

▶ メンタルヘルスケアの推進 

【主な取組項目】 

 実施計画 施策体系図 

 
｢今後の財政見通しと健全な財政運営 

の確保について｣に基づく取組の実行 
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５ 具体的な取組項目 

 

(1) 市民ニーズに対応する行政サービスの提供 

①開かれた市政の推進と市民の利便性の向上 

 
 

 

 

 

 

 

 
※６ 市が保有するデータを市民や事業者等が利活用しやすいデータ形式で，二次利用可能なルールの下で公開す

ること，また，その公開されたデータのことをいいます。 

 

 

H30 H31 H32 H33 H34

1
実施，

効果検証
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

2
実施，

効果検証
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

3
検討，

一部実施
⇒ ⇒ 実施 ⇒

4

内容検討，
調整，準備，
試行案作成

試行，監査
基準等策定

実施
実施，
検証

⇒

5
中期財政見
通しの公表

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

6
実施，

効果検証
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

7
実施，

効果検証
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

8
実施，

効果検証
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

9 内容検討 調整・準備 実施 ⇒ ⇒

地域コミュニティの諸活動の場，地域におけ
る福祉や生涯学習の場として，地域が利用
しやすい運営形態（無償貸付け，譲与など）
を検討します。

介護保険課
高齢者福祉施設
の運営形態の見
直し

コンビニ収納の対象を拡大します。

マイナンバーカー
ドの独自利用の
検討

内部統制機能充
実の検討（コンプ
ライアンス徹底の
継続等）

民間企業等が公共データを利活用することで
新たなビジネスやサービスの創出を図るた
め，市が保有する公共データを公開するオー
プンデータを拡充します。

番
号

取組項目 所管課 取組の内容

情報統計課

コンビニ収納の
対象の拡大

収納課ほか

情報統計課
ほか

市民の利便性向上と行政運営の効率化を図
るため，マイナンバーカードの独自利用を検
討し，カードの普及促進を図ります。

スケジュール

パブリックコメント
の推進

企画課

制度の適用となる各種計画等について漏れ
なくパブリックコメントを実施するとともに，多
様な広報媒体を活用し制度周知に努め，市
民の市政への参画を推進します。

オープンデータの
推進

監査機能の充
実・強化

総務課
人事課
ほか

職員のコンプライアンス意識を向上し，コンプ
ライアンスの徹底を継続するとともに，事務
の適正な管理及び執行についても全庁的に
実行できるよう検討します。

財政状況の見え
る化の推進

財政課
財政状況の見える化の推進として，中期財
政見通しを作成し，市民に分かりやすい形で
公表します。

コンビニエンスス
トアでの証明書
交付サービスの
開始

市民窓口課
各種証明書のコンビニ交付サービスを拡大
し，市民の利便性向上と行政運営の効率化
を図ります。

監査事務局
現行の監査基準について，監査等の基本原
則や具体的な実施手順，判断基準等を明確
化し，これを公表します。

※6 
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②中核市としての行政サービスの提供 

 
 

(2) 効率的な行政システムの構築 

①時代の変化に対応した組織体制の整備 

 
 

 

 
※７ 地方公共団体の監督機能に対する住民の信頼性を高めるため，公認会計士等の専門的知識を有する外部監査

人が監査を実施する制度で，中核市に義務付けられている包括外部監査と，条例を定めた地方公共団体が実施す

る個別外部監査があります。 

 

H30 H31 H32 H33 H34

10
実施，

効果検証
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

11 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
外部監査制度の
活用

人事課
地方自治法に基づき，外部監査人（公認会
計士等）による監査を実施するとともに，指摘
事項等の改善を図ります。

番
号

取組項目 所管課 取組の内容
スケジュール

連携中枢都市圏
における連携事
業の推進

企画課
広島中央地域連携中枢都市圏を構成する各
市町との連携事業を通して，圏域全体の活
性化と市民サービスの向上を図ります。

H30 H31 H32 H33 H34

12 検討・実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

13 検討 実施・検証 ⇒ ⇒ ⇒

14
内容検討・

調整
調整・準備 実施 ⇒ ⇒

15 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

16 実施 ⇒
効果検証・
次期計画

策定
実施 ⇒

17 検討・実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

18 ⇒ ⇒ ⇒

19 ⇒ ⇒
ごみ処理施設の
適正配置

環境施設課

施設の老朽化や人口減による搬入量の減少
傾向が見込まれるため，ごみ処理施設の統
廃合を行います。
（※芸予環境衛生センターは，今後の施設
の在り方について検討）

実施
（東部中継セン

ター受入体制

変更）

⇒

実施
（東部中継セン

ターでの受入

終了）

実施
（下蒲刈処理

場廃止）

⇒環境施設課

施設の老朽化や人口減による搬入量の減少
傾向が見込まれるため，し尿処理施設の統
廃合を行います。
（※統廃合に必要な処理の集約化のため，
具体的な検討・取組を推進）

し尿処理施設の
適正配置

公立保育所・幼
稚園の適正配置
（拠点化・民営
化）

子育て施設課
「呉市公立保育所・幼稚園の再配置計画」に
基づき，保育所の拠点化・民営化等を引き続
き推進します。

学校の適正規
模・適正配置

教育総務課 適正規模を目指した学校統合を推進します。

スケジュール

組織体制の整
備・見直し

人事課
簡素で機能的な組織体制となるよう，適宜，
整備・見直しを行います。

支所等の在り方
に関する検討

地域協働課
市民窓口課

各種証明書のコンビニ交付サービスの利用
状況を検証し，支所や市民サービスコーナー
の今後の在り方について検討します。

職員の適正配置
の推進

人事課
「第２次呉市職員体制再構築計画」に基づ
き，必要な人員の確保と適正な人員配置を
行います。

番
号

取組項目 所管課 取組の内容

消防局組織体制
の整備・見直し

消防総務課

大規模災害発生時における消防広域応援体
制の整備等，新たな行政課題に対応するた
め，簡素で効率的な消防組織体制の整備・
見直しを検討します。

※7 
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②事務事業の効率化（民間委託などの推進） 

 
 

 

H30 H31 H32 H33 H34

20
実施，

効果検証
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

21
実施，

効果検証
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

22
実施，

効果検証
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

23 準備 実施 ⇒ ⇒ ⇒

24 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

25
実施，

効果検証
拡大

（部分委託）
実施，

効果検証
⇒

拡大
（部分委託）

26
実施，

効果検証
⇒ 一部拡大

実施，
効果検証

⇒

27 実施 ⇒ 拡大 実施 ⇒

28 内容検討 調整・準備 実施 ⇒ ⇒

29
新システム

構築
新システム

稼働
⇒ ⇒ ⇒

30 ⇒ ⇒ ⇒

31 調査・検討
一部実施，
効果検証

⇒ ⇒ ⇒

32
実施，

効果検証
一部拡大 拡大

実施，
効果検証

⇒

学校業務改善事
業

学校教育課
市で共通の成績処理及び通知表を作成する
システムを導入し，処理業務の正確性と効
率性の向上を図ります。

電子決裁の導入
に向けた検討

総務課
事務の効率化，ペーパーレス化及び市民
サービスの向上等を図るため，電子決裁の
導入について検討します。

公用車の集中管
理

（中学校）
実施・効果

検証
（小学校）

導入

（中学校）
継続

（小学校）
実施・効果

検証

学校給食調理業
務の委託拡大

学校施設課
小学校給食調理業務の委託を拡大し，効率
的・効果的な給食運営を推進します。

会計課

平成30年度末で保守期限を迎える現行の生
活保護電算システムを全面的に見直し，こ
れに併せて生活保護事務の効率化を図りま
す。

財務会計（歳入整理業務等）の外部委託を
検討します。

生活保護電算シ
ステムの見直し

生活支援課

会計課
公用車の管理について，各課管理から集中
管理へ移行し，事務の効率化及び公用車台
数の削減を図ります。

給与支給事務等の外部委託を実施し，事務
の簡素化・効率化を図ります。

資産経営課

指定管理者制度を導入している施設につい
て，制度導入後の管理実績の検証を継続し
て実施し，見直しが必要なものは随時，改
善・見直しを行います。

新庁舎の維持管理委託業務の集約等につ
いて検討します。

引き続き，家庭ごみ収集業務の部分委託化
を推進します。

出納業務の外部
委託

指定管理者制度を導入していない公共施設
への導入可能性について調査・研究をしま
す。

旅費支給事務の
見直し

人事課
現行の旅費支給事務の課題等を抽出し，事
務の簡素化・効率化に向けた検討を進めま
す。

指定管理者制度
導入済施設の検
証

ごみ収集業務の
委託拡大

環境業務課

給与支給事務等
の外部委託

人事課

スケジュール

図書館管理運営
の更なる効率化

中央図書館
職員の非正規化によるアウトソーシングを更
に進め，より効率的で効果的な管理運営を
進めます。

庁舎の管理委託
業務の見直し

総務課

番
号

取組項目 所管課 取組の内容

指定管理者制度
未導入施設への
導入検討

資産経営課
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②事務事業の効率化（民間委託などの推進） 

 
 

 (3) 健全な財政運営の確保 

①歳入の確保 

 
 

  

H30 H31 H32 H33 H34

33

運営方針検
討，施設整
備等基本計

画策定

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

番
号

取組項目 所管課 取組の内容
スケジュール

地方卸売市場の
健全化の推進

商工振興課

施設の老朽化等に対応するため，計画的に
整備・改修に取り組み，施設の長寿命化を
図るとともに，今後の運営手法等について検
討します。

H30 H31 H32 H33 H34

34
実施，

効果検証
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

35
実施，

効果検証
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

36
実施，

効果検証
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

37
実施，

効果検証
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

38 改正準備
使用料等
の改正

⇒ ⇒ ⇒

39 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

番
号

取組項目 所管課 取組の内容
スケジュール

市税等の収納率
向上

収納課ほか

市税等の収納率向上に向け，引き続き，口
座振替の加入促進や効率的・効果的な滞納
処分の実施等，収納対策の一層の強化を図
ります。

ふるさと納税の
運用

企画課

寄附者の増加や地域経済の活性化等につ
ながるよう，効果的なPR活動の実施や贈答
品の見直し等について調査・研究し，制度の
活用を促進します。

新たな広告料収
入の確保

財政課ほか

既存媒体の拡充や新たな媒体の活用等，市
が所有する資産を様々な状況で広告媒体と
して活用することで，増収に向けた取組を推
進します。

基金の整
理・再編の

検討
債券運用の

開始

基金財産の有効
活用

財政課

基金の設置目的や規模等が市民ニーズに
合致しているかなど，基金の必要性を検証
し，既存基金の整理・再編や有効活用につ
いて検討します。あわせて，基金の運用方
法を見直し，更なる運用益の確保を図りま
す。

公有財産の売却
及び有償貸付け
の促進

管財課

未利用地の売却や有効利用の可能性を精
査し，売却が可能な場合は有効な売却方法
等の検討を実施する等，未利用地の売却・
有効利用を推進します。

受益者負担の適
正化

財政課
市民負担の公平性確保の観点から，原価算
定方式による使用料，手数料の見直しを行
います。
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②歳出規模の縮減 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

H30 H31 H32 H33 H34

40 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

41
補助金等ガ
イドラインの

策定

ガイドライン
に基づく補助
金等の見直
し

⇒ ⇒ ⇒

42
検証・
見直し

43
予算編成に

おける見直し
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

44

予算編成に
おける施策
の選択と集

中

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

45 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

46
市債借入れ

の抑制
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

47

交付税措置
のある有利
な市債の活

用

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

48 ⇒ ⇒ ⇒⇒

上下水道局
との協議・基
準外繰出し

の削減

社会福祉協議会
への委託料及び
人件費補助金の
見直し

福祉保健課
委託料及び人件費補助金の見直しにより，
一般財源の縮減及び事務の効率化を図りま
す。

市債借入れの抑
制

財政課
市債借入れを抑制し，市債残高の縮減，将
来負担の軽減を図ります。

交付税措置のあ
る有利な市債の
活用

財政課

番
号

取組項目 所管課 取組の内容

実施

公共施設等総合
管理計画に基づ
く施設マネジメン
トの推進

資産経営課
公共施設等総合管理計画に基づき，公共施
設等の最適配置や施設の適切な維持管理
等の取組を進めます。

内部管理経費の
縮減

スケジュール

事務事業評価の
実施（事務事業
の棚卸しを含
む。）

人事課

実施した事務事業について，どのように実施
し，対象に対してどのような成果が得られた
のかを把握し，今後の事務事業の改革改善
に向けた評価を行います。担当部自らが事
務事業の廃止・縮小・やり方改善に取り組み
ます。

負担金，補助金
の見直し

財政課

補助金等について，必要性・公益性・公平性
等の観点から効果を検証するためのガイドラ
インを策定し，全庁的な補助金等の見直しを
実施します。

市債の活用に当たっては，合併特例債や過
疎債などの交付税措置のある有利な市債を
活用することで，将来負担の抑制を図りま
す。

財政課
施設管理費などの経常経費について，予算
編成過程において更なる見直しを行います。

公営企業に対す
る繰出金の見直
し

財政課
下水道事業会計に対して，独立採算の原則
に基づく経営健全化を要請し，基準外繰出し
見直しを行います。

投資的事業の計
画的執行

財政課

施策の選択と集中という基本的な考え方の
下，毎年度の予算編成の中で，緊急度・必
要度等を十分検討し，投資的事業の計画的
執行を図ります。

第1期（H23～H32） 第2期（H33～H42）
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(4) 職員の意識改革と能力開発 

①人材育成の推進と必要な人材の確保 

 
 

 

②働きやすい職場環境づくり 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※８ 心理的な負担の程度を把握するための検査のことで，従業員が50人以上の全ての事業所に対し，年1回の実施

が義務付けられています。 

 

 

H30 H31 H32 H33 H34

49 改正・推進 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

50
内容検討・
調整・実施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

51 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

52
内容検討・
職員団体協

議

制度完成・
周知

実施 ⇒ ⇒
臨時・非常勤職
員制度の見直し

人事課

臨時・非常勤職員の任用根拠の厳格化によ
る任用形態の再整理や同一労働同一賃金
の導入による処遇改善など，地方公務員法
等の改正に伴い必要な見直しを行います。

スケジュール

人材育成基本方
針の推進

人事課

「呉市人材育成基本方針」に基づき，「職員
を育てる」「職員を活かす」「職場の環境整
備」という視点で目指すべき職員像の実現に
向けた取組を推進します。

技術系職員の育
成

技術監理室
技術系職員を対象とした建設技術等に関す
る研修等を計画的に開催し，技術系職員の
人材育成を推進します。

番
号

取組項目 所管課 取組の内容

専門職の育成
消防総務課
警防課

消防行政を遂行する上で必要不可欠である
救急救命士資格者，救助資格などの各種資
格保有者を計画的に養成します。

H30 H31 H32 H33 H34

53 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

54 実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

番
号

取組項目 所管課 取組の内容
スケジュール

めりはりのある働
き方の実現

人事課

恒常的な時間外勤務や長時間労働を解消す
るため，時間外勤務の管理の適正化や一斉
定時退庁日の徹底，休暇を取得しやすい職
場環境づくりに向けた取組を推進します。

メンタルヘルスケ
アの推進

人事課

ストレスチェック等の計画的な実施や，仕事
や職業生活で高ストレスとなった職員等のサ
ポート体制を確保する等，引き続き，メンタル
ヘルスケアの推進を図ります。

※8 
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（参考）組織別取組項目一覧 

 
 

 

 

総務部
総務課，人事
課ほか

3
内部統制機能充実の検討（コン
プライアンス徹底の継続等）

45
公営企業に対する繰出金の見
直し

23 庁舎の管理委託業務の見直し 46 市債借入れの抑制

31 電子決裁の導入に向けた検討 47
交付税措置のある有利な市債
の活用

11 外部監査制度の活用 財政課ほか 35 新たな広告料収入の確保

12 組織体制の整備・見直し 管財課 37
公有財産の売却及び有償貸付
けの促進

15 職員の適正配置の推進 収納課ほか 8 コンビニ収納の対象の拡大

24 給与支給事務等の外部委託 収納課ほか 34 市税等の収納率向上

28 旅費支給事務の見直し
地域協働課
市民窓口課

13 支所等の在り方に関する検討

40
事務事業評価の実施（事務事業
の棚卸しを含む。）

市民窓口課 7
コンビニエンスストアでの証明書
交付サービスの開始

49 人材育成基本方針の推進
文化ス
ポーツ部

中央図書館 22
図書館管理運営の更なる効率
化

52 臨時・非常勤職員制度の見直し 福祉保健課 48
社会福祉協議会への委託料及
び人件費補助金の見直し

53 めりはりのある働き方の実現 生活支援課 29 生活保護電算システムの見直し

54 メンタルヘルスケアの推進 介護保険課 9
高齢者福祉施設の運営形態の
見直し

1 パブリックコメントの推進 子育て施設課 16
公立保育所・幼稚園の適正配置
（拠点化・民営化）

10
連携中枢都市圏における連携
事業の推進

18 し尿処理施設の適正配置

36 ふるさと納税の運用 19 ごみ処理施設の適正配置

情報統計課 2 オープンデータの推進 環境業務課 25 ごみ収集業務の委託拡大

情報統計課
ほか

6
マイナンバーカードの独自利用
の検討

産業部 商工振興課 33 地方卸売市場の健全化の推進

20
指定管理者制度未導入施設へ
の導入検討

都市部 技術監理室 51 技術系職員の育成

21
指定管理者制度導入済施設の
検証

26 出納業務の外部委託

42
公共施設等総合管理計画に基
づく施設マネジメントの推進

32 公用車の集中管理

5 財政状況の見える化の推進 消防総務課 14 消防局組織体制の整備・見直し

38 受益者負担の適正化
消防総務課
警防課

50 専門職の育成

39 基金財産の有効活用 教育総務課 17 学校の適正規模・適正配置

41 負担金，補助金の見直し 学校施設課 27 学校給食調理業務の委託拡大

43 内部管理経費の縮減 学校教育課 30 学校業務改善事業

44 投資的事業の計画的執行 4 監査機能の充実・強化

所　管　部　課　名 取組項目名所　管　部　課　名 取組項目名番号 番号

総務課

財務部

財務部

財政課

監査事務局

人事課

企画課

市民部

福祉保健部

企画部

資産経営課

教育部

財政課

環境部

環境施設課

消防局

会計課
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６ 取組項目における数値目標一覧 

 

本実施計画の基本理念の実現に向け，各取組項目における数値目標を設定し，その

達成に向けて取り組んでいきます。 

 

(1) 市民ニーズに対応する行政サービスの提供 

①開かれた市政の推進と市民の利便性の向上 

 
 

(2) 効率的な行政システムの構築 

 ①時代の変化に対応した組織体制の整備 

 
 

 ②事務事業の効率化（民間委託などの推進） 

 
 

(3) 健全な財政運営の確保 

①歳入の確保 

 
 

番
号

取組項目 指 標 現状値 目標値

2

3

6

7

所管課

コンビニ証明書交付枚数

オープンデータの推進 情報統計課 ホームページ公開件数
19件

（H29年度実績）

コンビニエンスストアでの証明書交
付サービスの開始

市民窓口課

100件
（H34年度末）

内部統制機能充実の検討（コンプ
ライアンス徹底の継続等）

総務課，人事課ほか
コンプライアンス職場内研修実施
割合

100％（92課）
（H28年度実績）

100％
（H34年度末）

733部
（H29年度実績）

20％／15,000部
（H34年度末）

12.32％
（H29年度実績）

20％
（H34年度末）

マイナンバーカードの独自利用の
検討

情報統計課ほか マイナンバーカード交付率

番
号

取組項目 指 標 現状値 目標値

15

19

職員数（上下水道局を除く。）

ごみ処理施設の適正配置 環境施設課

所管課

1,600人
（H35年度当初）

職員の適正配置の推進

ごみ処理施設数等
7施設

（H29年度当初）
5施設

（H34年度末）

1,793人
（H29年度当初）

人事課

番
号

取組項目 指 標 現状値 目標値

22

25

27

30

ごみ収集業務の委託拡大 環境業務課 旧市内可燃ごみ委託率
27.4％

（H28年度実績）
45％程度

（H34年度末）

8校
（H29年度当初）

3.6人
（H28年度実績）

-
80％

（H34年度末）

16校
（H34年度末）

人口一人当たりの入館者数
4.0人

（H34年度末）
図書館管理運営の更なる効率化 中央図書館

所管課

学校業務改善事業 学校教育課 システム導入後の満足度

学校給食調理業務の委託拡大 学校施設課 委託校数

番
号

取組項目 指 標 現状値 目標値

34 市税等の収納率向上 収納課ほか 市税収納率
98.0%

(H28年度)
98.0%以上

(H34年度末)

所管課
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 ②歳出規模の縮減 

 
 

 

 

(4) 職員の意識改革と能力開発 

①人材育成の推進と必要な人材の確保 

 
 

 

 

 

番
号

取組項目 指 標 現状値 目標値

40

42

事務事業評価の実施（事務事業の
棚卸しを含む。）

人事課 事務事業評価実施割合

所管課

3割縮減
（H52年度末）

資産経営課 施設の総延床面積 -

100%
（H34年度末）

公共施設等総合管理計画に基づく
施設マネジメントの推進

100%
（H29年度実績）

番
号

取組項目 指 標 現状値 目標値

50
69人

（H34年度末）
専門職の育成

消防総務課
警防課

救急救命士資格者

所管課

65人
（H29年度当初）
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